
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-飲食料品製造業分野の基準について-」の一部改正について 

 

令和４年８月３０日 

 

「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-飲食料品製造業分野の基準について-」について、今般、下記のとおり必要な改正を行いまし

たので、公表します。 

記 

赤字が修正部分 

通し 

番号 

該当ページ 

（改正後） 
改正箇所 現行 改正 

１ P.4 第１ 特定技能外

国人が従事する

業務 

○６つ目 

○ １号特定技能外国人を受け入れようとする場合に

当該外国人に従事させようとする業務が飲食料品製

造業分野に該当するか否か不明な場合の問合せ先は

次のとおりです。 

農林水産省食料産業局品製造課 

〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

TEL 03(6744)2397 

 

○ １号特定技能外国人を受け入れようとする場合に

当該外国人に従事させようとする業務が飲食料品製

造業分野に該当するか否か不明な場合の問合せ先は

次のとおりです。 

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課 

〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

TEL 03(6744)2397 

 

2 P.5 

   

第２ 特定技能外

国人が有すべき

技能水準 

【関係規定】 

分野別運用方針

（抜粋） 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関

する事項 

飲食料品製造業分野において特定技能１号の在留

資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合

格した者又は飲食料品製造業分野の第２号技能実習

を修了した者とする。 

（１）技能水準（試験区分） 

「飲食料品製造業特定技能１号技能測定試験」 

（２）日本語能力水準 

「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関

する事項 

飲食料品製造業分野において特定技能１号の在留

資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合

格した者又は飲食料品製造業分野の第２号技能実習

を修了した者とする。 

（１）技能水準（試験区分） 

「飲食料品製造業特定技能１号技能測定試験」 

（２）日本語能力水準 

ア 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は



語能力試験（Ｎ４以上）」 「日本語能力試験（Ｎ４以上）」 

イ そのほか、「日本語教育の参照枠」のＡ２相

当以上の水準と認められるもの 

3 P.11 

 

第３ 特定技能雇

用契約の適正な

履行の確保に係

る基準 

○１３つ目 

○ 問合せ先は次のとおりです。 

特に、協議会において、飲食料品製造業分野の対

象でないと判断された場合には、許可を受けた特定

技能外国人を引き続き雇用することができなくなっ

てしまいますので、飲食料品製造業分野に該当する

ことに疑義がある場合は、特定技能所属機関となる

前（特定技能外国人を雇用する前）にあらかじめ問

い合わせ願います。 

農林水産省食料産業局食品製造課 

〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

TEL 03(6744)2397 

 

○ 問合せ先は次のとおりです。 

特に、協議会において、飲食料品製造業分野の対

象でないと判断された場合には、許可を受けた特定

技能外国人を引き続き雇用することができなくなっ

てしまいますので、飲食料品製造業分野に該当する

ことに疑義がある場合は、特定技能所属機関となる

前（特定技能外国人を雇用する前）にあらかじめ問

い合わせ願います。 

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課 

〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

TEL 03(6744)2397 

 

4 別表 別表（飲食料品製

造業） 

 

 

 

 

 

 

 

共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

缶詰巻締 缶詰巻締

食鳥処理加工業 食鳥処理加工

節類製造

加熱乾製品製造

調味加工品製造

くん製品製造

塩蔵品製造

乾製品製造

発酵食品製造

水産練り製品製造 かまぼこ製品製造

牛豚食肉処理加工
業

牛豚部分肉製造

ハム・ソーセージ・
ベーコン製造

ハム・ソーセージ・
ベーコン製造

パン製造 パン製造

そう菜製造業 そう菜加工

農産物漬物製造業 農産物漬物製造

別表（飲食料品製造業）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等

（注）修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以上）のいずれの試験も免
除されます。

【特定技能１号】
飲食料品製造全般（飲食料品（酒類を除
く。）の製造・加工、安全衛生）

飲食料品製造業技能測定試験

加熱性水産加工
食品製造業

非加熱性水産加工
食品製造業

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）

共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

缶詰巻締 缶詰巻締

食鳥処理加工業 食鳥処理加工

節類製造

加熱乾製品製造

調味加工品製造

くん製品製造

塩蔵品製造

乾製品製造

発酵食品製造

調理加工品製造

生食用加工品製造

水産練り製品製造 かまぼこ製品製造

牛豚食肉処理加工
業

牛豚部分肉製造

ハム・ソーセージ・
ベーコン製造

ハム・ソーセージ・
ベーコン製造

パン製造 パン製造

そう菜製造業 そう菜加工

農産物漬物製造業 農産物漬物製造

（注）修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以上）のいずれの試験も免
除されます。

【特定技能１号】
飲食料品製造全般（飲食料品（酒類を除
く。）の製造・加工、安全衛生）

飲食料品製造業技能測定試験

加熱性水産加工
食品製造業

非加熱性水産加工
食品製造業

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）

別表（飲食料品製造業）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等


